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報 道 機 関  各位 

 

福祉連携型ごみ出し支援事業について 
 

高齢化世帯の増加や障がいなどにより、ごみ出し支援を必要とする方は年々

増加しています。現在、支援依頼が収集日の朝に集中し、訪問介護事業所では

他の訪問サービスと重複することから、限られた訪問介護員での訪問計画の調

整が難しくなっています。結果として支援時間の調整や先送りが生じ、支援対

象者の衛生的な生活環境の維持に支障をきたしています。 

このため、収集日以外でも可燃ごみを搬出できる仕組みとして、訪問介護事

業所が利用しやすい市内４か所に「福祉連携型ごみ回収ボックス」を設置し、

支援体制を構築します。そのための事業費を令和８年度当初予算に計上します

ので、お知らせします。 

 

記 

 

１．支援対象者  

市内在住者で、要介護・要支援認定者、介護予防・生活支援サービス事業の 

対象者、または障害福祉サービス利用者のうち、ごみ出しが困難な方 

 

２．利用できる事業所  

支援対象者へのごみ出し支援を実施する訪問介護事業所など 

 

 

 

所 管 恵那市役所水道環境部環境課 

担 当 大島  問い合わせ 0573-26-6847 

所 管 恵那市役所医療福祉部高齢福祉課 

担 当 安藤  問い合わせ 0573-26-6828 

所 管 恵那市役所医療福祉部社会福祉課 

担 当 島崎  問い合わせ 0573-26-2119 
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３．開始時期  令和８年８月 

 

４．対象となるごみ 

可燃ごみ（市指定ごみ袋を使用）※剪定枝及び刈草は対象外 

 

５．回収ボックスの設置場所 

ふれあいエコプラザ、岩村振興事務所、山岡振興事務所、明智振興事務所 

 

６．予算措置（当初予算） 

歳入 1,605 千円（重層的支援体制整備事業交付金、繰入金、応援寄付金） 

歳出 1,605 千円（【重層的支援】生活支援体制整備事業費） 

 


